
①
負
担
限
度
額
認
定
制
度

介
護
保
険
施
設
入
所
ま
た
は
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
利

用
時
の
居
住
費
・
食
費
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

対
象
者
　
本
人
お
よ
び
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

で
、
次
の
太
枠
内
に
該
当
す
る
人

②
社
会
福
祉
法
人
な
ど
に
よ
る
利
用
者
負
担
軽
減
制
度

対
象
の
社
会
福
祉
法
人
事
業
所
で
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
者
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

対
象
者
　
次
の
６
つ
の
要
件
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

①
②
の
申
請
方
法
　
７
月
３
日
か
ら
介
護
保
険
課
で

受
け
付
け
ま
す
。

※

有
効
期
間
は
８
月
１
日
~
翌
年
７
月
31
日
で
す
。

９
月
以
降
に
申
請
す
る
場
合
は
申
請
月
の
初
日
か
ら

適
用
し
ま
す
。

③
介
護
保
険
料
の
減
免
・
減
額
制
度

減
免
後
は
第
１
段
階
の
年
額
１
万
９
千
５
６
０
円

に
な
り
ま
す
。
７
月
末
ま
で
に
申
請
す
る
と
年
間
通

じ
て
減
免
さ
れ
、
８
月
以
降
に
申
請
す
る
と
申
請
月

か
ら
減
免
さ
れ
ま
す
。

対
象
者
　
介
護
保
険
料
が
第
２
段
階
ま
た
は
第
３
段

階
の
人
で
、
次
の
７
つ
の
要
件
す
べ
て
に
該
当
す

る
人

③
の
申
請
方
法
　
６
月
上
旬(
令
和
５
年
１
月
２
日
以

降
の
転
入
者
は
７
月
中
旬
)に
郵
送
す
る
介
護
保
険

料
納
付
通
知
書
に
同
封
の
チ
ラ
シ
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

対
象
者

次
の
①
~
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
人

ひ
と
り
親
世
帯

①
令
和
５
年
３
月
分
の
児
童
扶
養
手

当
を
受
給
す
る
人
、
令
和
５
年
４

月
分
の
新
規
児
童
扶
養
手
当
を
受

給
す
る
人(※
)

②
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
、
令
和

５
年
３
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
を
受
け
て
い
な
い
人

③
物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
家
計
が

急
変
し
収
入
が
児
童
扶
養
手
当
を

受
給
す
る
人
と
同
じ
水
準
と
な
っ

た
人(
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て

い
な
い
人
を
含
む
)

ひ
と
り
親
世
帯
以
外

①
令
和
４
年
度
低
所
得
の
子
育
て
世

帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支

援
特
別
給
付
金
(
ひ
と
り
親
世
帯

以
外
の
そ
の
他
世
帯
分
)
を
受
給

し
た
人

②
①
の
ほ
か
令
和
５
年
３
月
31
日
時

点
で
18
歳
未
満
の
児
童
(
障
が
い

を
持
つ
児
童
の
場
合
、
20
歳
未

満
。
令
和
６
年
２
月
ま
で
に
生
ま

れ
る
新
生
児
も
対
象
)
を
養
育
す

る
父
母
な
ど
で
、
直
近
の
家
計
が

急
変
し
て
い
る
住
民
税
非
課
税
相

当
収
入
の
人

給
付
額
　
対
象
児
童
１
人
に
つ
き
５

万
円

申
請
方
法

・
①
に
該
当
す
る
人
は
申
請
不
要
。

５
月
24
日
に
振
り
込
み
ま
し
た
。

※

の
人
に
は
５
月
31
日
に
振
り
込

み
ま
し
た
。

・
②
③
に
該
当
す
る
人
は
申
請
が
必

要
。
市
へ
申
請
書
類
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

国
保
加
入
者
が
い
る
世

帯
の
世
帯
主
へ
６
月
中
旬

に
納
税
通
知
書
を
送
付
し

ま
す
。

国
の
税
制
改
正
に
伴
う

変
更
点
は
納
税
通
知
書
に

同
封
の
チ
ラ
シ
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

令
和
５
年
度
の
国
保
税

は
令
和
４
年
中
の
収
入
状

況
を
も
と
に
算
定
し
ま

す
。
収
入
が
な
か
っ
た
人

も「
収
入
が
な
い
こ
と
」の

申
告
が
必
要
で
す
。
未
申

告
の
人
は
、
所
得
の
申
告

を
お
願
い
し
ま
す
。

年
金
を
受
け
取
っ
て
い
る
人

へ
毎
年
６
月
中
旬
に
日
本
年
金

機
構
か
ら
年
金
額
を
通
知
し
て

い
ま
す
。

６
月
~
翌
年
４
月(
２
カ
月
に

１
回
)の
支
払
予
定
金
額
を
記
載

し
て
い
ま
す
。

支
払
額
に
変
更
が
あ
る
場
合

や
金
融
機
関
を
変
更
し
た
場
合

は
改
め
て
通
知
書
が
届
き
ま
す
。

年
金
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０

(
０
５
)１
１
６
５
ま
た
は
南
福
岡

年
金
事
務
所
☎(
５
５
２
)６
１
１

２
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限
　
６
月
14

日
㈬
午
後
５
時
ま

で

※

期
間
厳
守
を
お
願

い
し
ま
す
。

受
付
場
所
　

　
保
育
児
童
課

※

郵
送
も
可

添
付
書
類
　

　
就
労
証
明
書
な
ど

※

申
請
書
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

物
価
高
騰
に
よ
り
損
害
を
特
に
受
け
た
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
へ
の
支
援
と
し
て
、
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

学
童
保
育
所
は
学
校
の
放
課
後
に
仕
事
な
ど

で
保
護
者
が
留
守
に
な
る
家
庭
の
子
ど
も
た
ち

を
対
象
に
、
生
活
の
場
を
提
供
す
る
施
設
で
す
。

夏
休
み
期
間
の
入
所
を
希
望
す
る
人
は
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
の
提
出
は
児
童
１
人

に
つ
き
１
枚
必
要
で
す
。

プ
ラ
ム
・
カ
ル
コ
ア
太
宰
府(
中
央
公
民

館
・
市
民
図
書
館
)の
老
朽
化
に
伴
い
、
外

壁
面
な
ら
び
に
屋
根
・
樋
な
ど
の
改
修
工

事
を
行
っ
て
い
ま
す
。

工
事
期
間
中
は
建
物
外
周
部
に
仮
設
足

場
を
設
置
し
、
西
側
駐
車
場
の
一
部
を
現

場
事
務
所
と
し
て
使
用
し
ま
す
。
施
設
内

は
通
常
ど
お
り
利
用
で
き
ま
す
。

工
事
期
間
　
８
月
末
ま
で(
予
定
)

※

天
候
な
ど
に
よ
り
工
期
が
変
更
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

福祉

申請により介護保険の軽減制度が利用できます

介護保険課　介護保険係（☎内線370・371・372）

行政

行政

子育て子育て

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金を支給します
保育児童課　児童福祉係（☎内線318）　
　　　　　　　　　　　  ページID：28403、28775

国民健康保険税の納税通知書を
送付します
国保年金課　国保年金係（☎内線313）

ページID：3623

年金振込通知書が６月に届きます

国保年金課　国保年金係（☎内線306）

令和５年度夏休みの
学童保育所入所申請はお早めに
保育児童課　児童福祉係（☎内線316）

ページID：23285

プラム・カルコア太宰府（中央公民館・
市民図書館）改修工事のお知らせ
文化学習課　文化学習係　☎（921）2101

ページID：28755
行政1

6

5

4

3

2

世帯全員が市民税非課税である
※申告をしていない人がいる場合は、「課税」扱いとします。

年間収入が単身世帯で150万円（世帯員1人増ごとに+５０万円）以下
※年間収入額は、年金、子からの仕送りなども含みます。

預貯金などの額が単身世帯で350万円（世帯員1人増ごとに＋100万円）以下

負担能力のある親族などに扶養されていない
※別居や世帯分離の場合でも確認の対象になります。

日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない

介護保険料に未納がない

生活保護を受給していない1

6

5

4

3

2 世帯全員が市民税非課税である
※申告をしていない人がいる場合は、「課税」扱いとします。

年間収入が単身世帯で120万円（世帯員1人増ごとに＋40万円）以下
※年間収入額は、年金、子からの仕送りなども含みます。

預貯金等の額が単身世帯で60万円（世帯員1人増ごとに＋20万円）以下

市民税課税者に扶養されていない、また生計を共にしていない
※別居や世帯分離の場合も確認の対象になります。

居住用の家、土地以外に不動産を所有していない

7 介護保険料に未納がない

※（　　）内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
※預貯金などの資産とは、有価証券など資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものも含みます。世帯分離している配偶者の預貯金などの資産の状況も判断

材料となります。
※本人および世帯全員が住民税非課税でも、世帯を別にしている配偶者が住民税課税の場合は負担軽減の対象となりません。

ユニット型
個室

施設
サービス

短期入所
サービス

ユニット型
個室的多床室

従来型
個室

居住費

多床室

820円

1,310円

490円

490円

（320円）

490円

（420円）

1,310円

（820円）

0円

370円

利用者負担段階

食費
預貯金等の
資産状況

単身

夫婦

単身

夫婦

単身

夫婦

単身

夫婦

第1
段階

第2
段階

第3
段階①

第3
段階②

300円

390円

650円

1,360円

600円

1,000円

1,300円

1,000万円以下

2,000万円以下

650万円以下

1,650万円以下

550万円以下

1,550万円以下

500万円以下

1500万円以下

老齢福祉年金の受給者
または生活保護の受給者

前年の合計所得金額＋
年金収入額が80万円以下

前年の合計所得金額＋
年金収入額が80万円超

120万円以下

前年の合計所得金額＋
年金収入額が120万円超

太宰府市役所　代表電話 (921)2121  FAX (921)1601市ホームページアドレス　https://www.city.dazaifu.lg.jp/ 1011 広報だざいふ 2023.6 （令和 5 年）広報だざいふ 2023.6 （令和 5 年）



対
象
者
　
市
内
在
住
の
人
ま
た
は

事
業
者
。
過
去
１
年
以
内
に
当

該
法
律
相
談
を
利
用
し
た
こ
と

が
な
い
人
ま
た
は
事
業
者
に
限

り
ま
す
。

定
員
　
毎
月
７
人(
先
着
順
)

料
金
　
無
料(
相
談
時
間
30
分
)

場
所

・
二
日
市
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー

(
筑
紫
野
市
二
日
市
北
１-

３-

８

ス
パ
シ
オ
・
コ
モ
ド
ビ
ル
２
階
)

・
天
神
弁
護
士
セ
ン
タ
ー

・
六
本
松
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー

利
用
方
法
　
総
務
課
へ
来
庁
も
し

く
は
電
話
で
申
し
込
み
、
紹
介

状(
チ
ケ
ッ
ト
)の
交
付
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。
そ
の
後
、
希
望

す
る
相
談
セ
ン
タ
ー
に
電
話
し

相
談
日
時
を
予
約
し
て
く
だ
さ

い
。

素
案
公
表
・
意
見
募

集
期
間

６
月
１
日
㈭
~

６
月
30
日
㈮

素
案
の
公
表
方
法
・

場
所

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

・
市
役
所
を
含
む

市
内
公
共
施
設

12
カ
所

意
見
の
提
出
方
法

専
用
意
見
箱
へ

投
函
・
窓
口
・
郵

送
・
フ
ァ
ク
ス
・

メ
ー
ル

水
道
加
入
を
検
討
し
て
い
る
皆
さ

ん
へよ

り
多
く
の
皆
さ
ん
に
水
道
を

利
用
し
て
も
ら
え
る
よ
う
水
道
加

入
を
促
進
し
て
い
ま
す
。

・
給
水
区
域
で
あ
り
、
給
水
を
必

要
と
す
る
土
地
の
前
面
道
路
に

水
道
本
管
が
埋
設
さ
れ
て
い
る

こ
と
の
確
認
が
必
要
で
す
。

・
給
水
装
置
(
水
道
本
管
の
分
岐

か
ら
宅
内
ま
で
の
水
道
管
)
は

個
人
の
施
設
で
す
。
は
じ
め
て

水
道
を
利
用
す
る
家
庭
で
は
、

水
道
本
管
か
ら
分
岐
し
て
宅
内

に
水
道
を
引
く
た
め
の
工
事
と

水
道
加
入
金
が
必
要
で
す
。
工

事
に
要
す
る
費
用
は
全
て
個
人

負
担
で
す
。

人
権
擁
護
委
員
は
ま
ち
の
身
近
な
相
談
パ
ー
ト
ナ
ー

で
す
。

人
権
擁
護
委
員
法
が
昭
和
24
年
６
月
１
日
に
施
行
さ

れ
た
こ
と
を
記
念
し
て
、
毎
年
６
月
１
日
を
「
人
権
擁

護
委
員
の
日
」
と
し
、
人
権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

家
庭
内
の
悩
み
ご
と
や
隣
近
所
と
の
ト
ラ
ブ
ル
、
い
じ

め
や
差
別
な
ど
、
困
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
れ
ば
い
つ
で

も
相
談
に
応
じ
ま
す
。

本
市
で
は
８
人
の
人
権
擁
護
委
員
が
活
動
し
て
い
ま

す
。
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。
気

軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
日
　
６
月
１

日
㈭
午
前
10
時

~
午
後
３
時

※

詳
し
く
は
Ｐ
25

に
掲
載
し
て
い

ま
す
。

市
民
や
市
内
の
事
業
者
を
対
象
に
、
悩
み
ご
と
や
日
常
生
活
の
中
で

の
法
律
に
関
わ
る
困
り
ご
と
を
、
弁
護
士
に
無
料
で
相
談
で
き
る
紹
介

状(
チ
ケ
ッ
ト
)を
交
付
し
て
い
ま
す
。

公
共
施
設
等
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
管

理
を
推
進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
計
画

「
太
宰
府
市
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画

(
平
成
29
年
３
月
策
定
)」を
改
訂
し
ま
す
。

皆
さ
ん
か
ら
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン

ト
を
募
集
し
ま
す
。

６
月
１
日
㈭
~
７
日
㈬
は
第
65
回
水
道
週
間
で
す
。
本
年
度
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
は「
水
道
水 

安
心
・
安
全 

こ
れ
か
ら
も
」
で
す
。

本
市
で
は
期
間
中
、
市
役
所
１
階
の
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
パ
ネ
ル
展

示
を
行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

文
部
科
学
省
の
検
定
を
受

け
た
令
和
６
年
度
か
ら
使
用

す
る
小
・
中
学
校
用
教
科
書

の
展
示
会
を
開
催
し
ま
す
。

開
催
日
時
　
６
月
14
日
㈬
~

７
月
３
日
㈪
(
土
日
を
除

く
)
午
前
８
時
30
分
~
午

後
５
時

開
催
日
　
６
月
21
日
㈬
、
７

月
12
日
㈬
、
８
月
23
日
㈬

※

１
週
間
前
ま
で
に
予
約
が

必
要
で
す
。

開
催
時
間
　
各
日
午
後
１
時

~
午
後
２
時
、
午
後
１
時

40
分
~
２
時
40
分
、
午
後

２
時
20
分
~
３
時
20
分

対
象
者
　
市
民

※

相
談
者
本
人
以
外
も
相
談

で
き
ま
す
。

開
催
場
所
　
い
き
い
き
情
報

セ
ン
タ
ー
１
階
保
健
セ
ン

タ
ー

※

内
容
に
よ
っ
て
は
医
療
機

関
や
別
の
相
談
先
を
案
内

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
象
者

・
子
宮
頸
が
ん
検
診

平
成
14(
２
０
０
２
)年

４
月
２
日
~
平
成
15

(
２
０
０
３
)年
４
月
１

日
生
ま
れ
の
人

・
乳
が
ん
検
診

昭
和
57(
１
９
８
２
)年

４
月
２
日
~
昭
和
58

(
１
９
８
３
)年
４
月
１

日
生
ま
れ
の
人

無
料
ク
ー
ポ
ン
は
６
月

上
旬
頃
発
送
予
定
で
す
。

届
き
次
第
、
個
別
医
療

機
関
ま
た
は
集
団
検
診
会

場
で
受
診
で
き
ま
す
。
未

来
の
自
分
の
た
め
に
、
検

診
を
受
診
し
て
大
切
な
か

ら
だ
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

対
象
者
　
令
和
５
年
４
月
１
日
~
令
和

６
年
３
月
31
日
ま
で
の
期
間
に
40

歳
、
50
歳
、
60
歳
、
70
歳
の
節
目
年

齢
に
な
る
人

実
施
期
間
　
６
月
１
日
㈭
~
令
和
６
年

２
月
29
日
㈭

申
込
方
法
　
５
月
末
に
届
く
紫
色
の
封

筒
に
封
入
し
て
い
る
受
診
券
を
確
認

し
、
歯
科
医
療
機
関
へ
予
約

必
要
な
も
の
　
受
診
券
・
保
険
証
・
５
０

０
円

※

対
象
者
の
中
で
生
活
保
護
世
帯
の
人

は
無
料
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
保
健
セ
ン
タ
ー
で
無
料
券
を
発

行
す
る
の
で
、
事
前
に
保
健
セ
ン

タ
ー
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。
受

診
後
の
償
還
払
い
は
で
き
ま
せ
ん
。

「
最
近
涙
も
ろ
く
な
っ
た
」「
友
人
が
元
気
が
な
い
」「
食
欲
が
な

い
、
体
が
だ
る
い
」「
感
情
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
難
し
い
」
そ
ん
な

不
調
が
あ
れ
ば
こ
こ
ろ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
失
わ
れ
て
い
る
サ
イ
ン

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

月
に
１
回
、精
神
科
医
・
保
健
師
が
こ
こ
ろ
の
健
康
に
関
す
る
相

談
を
１
日
３
組
ま
で
無
料
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

市
内
の
歯
科
検
診
実
施
医
療
機
関
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
歯
科
検
診
の
受
診

券
を
郵
送
し
ま
す
。

歯
や
お
口
の
健
康
を
保
つ
こ
と
は
歯
を
守
る
た
め
、
生
活
習
慣
病
を
予
防
す
る

た
め
に
重
要
な
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
機
に
、
し
ば
ら
く
歯
科
を
受
診
し
て
い
な
い

人
も
定
期
的
に
受
診
し
て
い
る
人
も
、
一
度
お
口
全
体
の
状
態
を
確
認
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

対
象
者

・
乳
が
ん
検
診

昭
和
56
年
４
月

２
日
~
昭
和
57

年
４
月
１
日
生

ま
れ
の
人

・
子
宮
頸
が
ん

検
診

平
成
13
年
４
月

２
日
~
平
成
14

年
４
月
１
日
生

ま
れ
の
人

受
診
方
法
　
昨
年

度
の
ク
ー
ポ
ン

券
を
医
療
機
関

ま
た
は
集
団
検

診
会
場
で
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。

転
入
や
紛
失
な

ど
で
無
料
ク
ー

ポ
ン
券
が
手
元

に
な
い
場
合
、

郵
送
し
ま
す
の

で
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
受
診
の
機
会
が
限

ら
れ
た
た
め
、
昨
年
度
の
対
象
者
で
受

診
が
ま
だ
の
人
へ
、
令
和
５
年
度
内
に

受
診
で
き
る
機
会
を
設
け
ま
し
た
。
ぜ

ひ
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

開
催
期
間
　
７
月
~
２
月(
全
24
回
を
予
定
)

開
催
場
所
　
太
宰
府
市
総
合
体
育
館(
と
び
う
め
ア
リ
ー
ナ
)

教
室
案
内
　
Ａ
教
室(
毎
週
水
曜
の
午
前
)、Ｂ
教
室(
毎
週
水
曜
の

午
後
)、Ｃ
教
室(
毎
週
金
曜
の
午
前
)、Ｄ
教
室(
毎
週
金
曜
の
午
後
)

時
間
　
各
回
90
分
間(
予
定
)

参
加
費
　
無
料

定
員
　
各
教
室
24
人
　※

応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選

対
象
年
齢
　
18
歳
以
上

申
込
期
間
　
６
月
１
日
㈭
~
20
日
㈫

申
込
方
法
　
は
が
き
の
裏
面
に
、
参
加
希
望
者
の
住
所
・
氏
名
・

年
齢
・
電
話
番
号
・
希
望
す
る
教
室
名(
第
２
希
望
ま
で
)を
記

載
し
、
ス
ポ
ー
ツ
課
へ
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※

は
が
き
１
枚
で
２
人
ま
で
応
募
で
き
ま
す
。

※

当
選
者
は
６
月
下
旬
頃
に
郵
送
で
発
表
予
定
で
す
。

申
込
先
　
〒
818-

0104
太
宰
府
市
大
字
通
古
賀
１
９
７-

３
　

太
宰

府
市
ス
ポ
ー
ツ
課
宛

※

開
始
後
は
教
室
を
変
更
で
き
ま
せ
ん
。

※

元
気
づ
く
り
ポ
イ
ン
ト
対
象
事
業
で
す
。

※

通
院
中
ま
た
は
体
調
に
不
安
の
あ
る
人
は
ま
ず
か
か
り
つ
け

医
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

管財課　公共施設整備係（☎内線456・468）
ページID：28733

行政行政

教育

日常生活の法律に関する
困りごとを弁護士に相談できます

総務課　庶務法制係（☎内線515）

太宰府市公共施設等総合管理計画（改訂版）
のパブリック・コメントを募集します

人権

くらし

水道週間のお知らせ
料金・展示に関する問い合わせ

上下水道課　☎（408）4024
工事に関する問い合わせ

上下水道施設課　☎（408）4025

教科書展示会を開催します

学校教育課　指導係（☎内線459）

6月1日は人権擁護委員の日です
福岡法務局筑紫支局　☎（922）2881
人権政策課　人権・同和政策係（☎内線443）

ページID：1485

健康健康

健康

健康

こころの相談を開催しています

元気づくり課（保健センター）　☎（928）2000
ページID：26598

令和5年度乳がん・子宮頸がん検診の
無料クーポン券を配布します
元気づくり課（保健センター）　☎（928）2000

ページID：3679

歯科検診を受けましょう

元気づくり課（保健センター）　☎（928）2000
ページID：21240

昨年度乳がん・子宮頸がん検診を
受診できなかった人へ
元気づくり課（保健センター）　☎（928）2000

ページID：3679

健康

手すりが付いたトランポリンで健康に
ケア・トランポリン教室を開催します

スポーツ課　☎（918）5381

太宰府市役所 学校教育課

大野城市役所 教育振興課

春日市役所 学校教育課

筑紫野市役所 303会議室

那珂川市役所 学校教育課

開催場所

山
やま
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もと

　浩
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み

鎌
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よう

　子
こ

松
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　下
した
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　彦
ひこ

白川
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三条

井
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　上
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　美
み

知
ち

子
こ
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松
まつ

　尾
お

　明
めい

　子
こ

青葉台

伊
い

　藤
とう

　絹
きぬ

　子
こ
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白
しろ

　水
うず

　勇
いさ

　夫
お

大佐野

成
なり

　富
とみ

　善
よし

　行
ゆき

石坂

氏　名 住　所

令和5年度人権擁護委員名簿
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太
宰
府
小
校
区

　
市
内
に
は
44
の
区
自
治
会
が

あ
り
、
令
和
５
年
度
の
新
し
い

自
治
会
長
が
決
定
し
ま
し
た
。

　
区
自
治
会
と
校
区
自
治
協
議

会
で
は
地
域
の
住
民
が
中
心
と

な
り
、
防
犯
、
防
災
、
福
祉
、

健
康
づ
く
り
、
美
化
活
動
、
文

化
活
動
な
ど
地
域
の
課
題
解
決

や
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
の

た
め
の
活
動
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　
各
校
区
自
治
協
議
会
の
主
な

活
動
予
定
を
掲
載
し
て
い
ま
す

が
、
年
間
計
画
の
た
め
、
イ
ベ

ン
ト
の
延
期
や
中
止
の
可
能
性

も
あ
り
ま
す
。
今
後
も
区
自
治

会
や
校
区
自
治
協
議
会
の
活
動

へ
の
理
解
と
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

●各校区自治協議会の主な活動予定

●令和５年度太宰府市自治会長名簿（敬称略）

各
区
自
治
会
と

各
校
区
自
治
協
議
会
の

新
任
自
治
会
長
の
お
知
ら
せ

さぁ
協働を
進めよう

問い合わせ　地域コミュニティ課（☎内線543）

�������

・ グリーンカーテン大作戦

・ 健康フェスタ

・ 通学合宿

・スポーツの日行事

・とびうめフェスタ

・ 福祉活動

・ 防犯活動

東
小
校
区

・ ウォークラリー大会

・ グラウンドゴルフ大会

・ 健康度測定会

・ 福祉出前講座

・ 防犯防災活動

南
小
校
区

・スポーツの日行事

・文化的行事

・ 防犯炊き出し訓練 ・ ダーツ大会

・ 健康度測定会

・ 福祉活動

・ 防犯防災活動

国
分
小
校
区

・インターネットでの情報発信

・ 防犯防災活動

・文化学習会

・ 国分小校区運動会

・ 校区ペタンク大会

・ 健康フェスタ

・広報誌 「水城大堤」 の発行

水
城
小
校
区

・ 健康フェスティバル

・スポーツの日行事

・声かけ見守り模擬訓練

・ 安全環境フェスタ

・ 防犯防災活動

・ 環境美化活動

西
校
区

・ 生ごみ減量作戦

・ くくりん祭 （文化祭）

・ 健康度測定会

・ 防犯防災活動

・スポーツの日行事

・ ダーツ大会

校区 行政区 自治会長

太
宰
府
小
校
区
自
治
協
議
会

太
宰
府
南
小
校
区

自
治
協
議
会

太
宰
府
東
小
校
区

自
治
協
議
会

国
分
小
校
区

自
治
協
議
会

水
城
小
校
区
自
治
協
議
会

西
校
区
自
治
協
議
会

北　　谷

内　　山

松　　川

三　　条

三 条 台

連 歌 屋

馬　　場

湯 の 谷

大　　町

新　　町

白　　川

五　　条

五 条 西

東 観 世

湯の谷西

秋　　山

五 条 台

東 ヶ 丘

星 ヶ 丘

高　　雄

梅 香 苑

緑　　台

梅 ヶ 丘

高 雄 台

斎藤　廣之

松本　芳生

松尾　宗治

中村　健司

百田　繁俊

井上　和俊

山口　捷海

坂口　　敬

古賀　正之

入江　政幸

大末　精一

古賀　茂一

菱田　　徹

鬼木　　栄

山家　貴仁

砂原　三男

田邊　昇二

佐藤　榮一

安部　啓治

古賀富美代

樽見　隆敏

三輪　貴代

志牟田健次

古川貴美香

校区 行政区 自治会長

水　　城

水 城 台

水城ヶ丘

国　　分

坂　　本

観世音寺

桜　　町

榎

榎　　寺

芝　　原

通 古 賀

都 府 楼

大 佐 野

大佐野台

向 佐 野

長 浦 台

吉　　松

青 葉 台

つつじヶ丘

ひまわり台

西山　敏幸

井ノ上友明

梅田　　馨

堀　　正明

武藤　幸光

山内　誠一

蜷川二三雄

大槻　茂男

坂井佳代子

大場　　明

松田　　剛

穗坂　俊二

柴田　茂美

松田　良治

川邉　秀夫

山田　　修

國田　義行

辺輪　利晴

松崎　啓行

平田はるみ

※色付きは新任自治会長。

※太字は校区自治協議会会長。　

※◎印は太宰府市自治協議会会長、

　 ○印は同副会長、△印は同会計。

さいとう　　ひろゆき

まつもと　　よし お

まつ お　 　むねはる

なかむら　  けん じ

もも た　　 しげとし

いのうえ　　かずとし

やまぐち　　かつ み

さかぐち　　　 たかし

 こ　が　　 まさゆき 

いり え　　 まさゆき

おおすえ　　せいいち

 こ　が　　 しげかず

ひし だ　　　　とおる

おに き　　　　さかえ

やま が　　 たかのり

すなはら　　みつ お

 た なべ　 しょう じ

 さ とう　　えいいち

 あ　べ　　 けい じ

 こ　が　ふ　み　よ

たる み　　 たかとし

 み　わ　　 たか よ

 し　む　た けん じ

ふるかわ き　み　か

にしやま　　としゆき

 い　の うえともあき

うめ だ 　　　 かおる 

ほり　　　　まさあき

 む とう 　 ゆきみつ

やまうち　　せいいち

にながわ ふ　み　お

おおつき　　しげ お

さか い　か　よ　こ

おお ば 　　　 あきら

まつ だ　　　　つよし

 ほ さか　　しゅんじ

しば た　　 しげ み

まつ だ 　　りょうじ

かわ べ　　 ひで お

やま だ　　　　おさむ

くに た　　 よしゆき

 へ　わ 　　としはる

まつざき　　ひろゆき

ひら た

◎

△

○

広
く
人
材
を
募
る
べ
く
、
本
年
度
は
職
員
採
用
試
験
を
、
夏
季

の
前
期
試
験
・
秋
季
の
後
期
試
験
の
２
期
に
分
け
て
行
い
ま
す
。

「
一
般
事
務【
大
卒
程
度
】」の
区
分
を
受
験
す
る
人
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｉ
３

試
験(
前
期
)ま
た
は
教
養
試
験(
後
期
)の
い
ず
れ
で
も
受
験
で
き
、

併
願
も
で
き
ま
す
。

ま
た
、
キ
ャ
リ
ア
採
用
枠
を
設
け
、
切
れ
目
の
な
い
広
い
世
代

の
受
験
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

情
報
公
開
制
度

市
の
仕
事
や
仕
組
み
を
知
っ
て
い

た
だ
く
た
め
に
情
報(
文
書
、
図
画
、

写
真
な
ど
)を
公
開
す
る
も
の
で
、
市

民
の
皆
さ
ん
に
限
ら
ず
ど
な
た
で
も
請

求
が
で
き
ま
す
。

個
人
情
報
保
護
制
度

自
分
自
身
に
関
す
る
情
報
の
開
示

を
請
求
で
き
、
情
報
に
誤
り
が
あ
れ

ば
訂
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

利
用
方
法

※

請
求
の
あ
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情報公開請求、個人情報開示請求の流れ
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令和6年4月1日採用 太宰府市職員を大きく方式を変更し募集します

総務課　人事係（☎内線508） ページID：28870

令和4年度情報公開制度と個人情報保護制度の運用状況をお知らせします

文書情報課　文書情報係（☎内線544） ページID：2662

【令和6年4月1日任用予定分】
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請求
実施機関別件数

＜単位：件＞

処理状況

市長178 教委266 公営企業1 議会11 監査委員3

市長53 教委112 議会1 監査委員3

市長10

市長10
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R3

R4

R3

10

10

154

47
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0

0

0
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不存在

うち
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拒否

取り
下げ

処理状況

一般事務Ｂ
【大卒程度】

3人程度

【第１次試験】 SPI3による性格検査
 および基礎能力検査
【第２次試験】 面接試験
【第３次試験】 面接試験

試験区分 採用予定 受験資格 試験種目(予定)

土木技師Ｃ

一般事務F
【大卒程度】

2人程度
【第１次試験】 専門試験
【第２次試験】 面接試験および適性検査
【第３次試験】 面接試験

保育士D

一般事務E
【キャリア採用】

2人程度

3人程度

3人程度

※前期試験の詳細は6月上旬、後期試験の詳細は8月下旬にホームページに掲載します。

【第１次試験】 専門試験
【第２次試験】 面接試験および適性検査
【第３次試験】 面接試験

【第１次試験】 SPI3による性格検査
 および基礎能力検査
【第２次試験】 面接試験
【第３次試験】 面接試験

【第１次試験】 教養試験
【第２次試験】 面接試験および適性検査
【第３次試験】 面接試験

前

　
　
　
　期

後

　
　
　
　期

平成8年4月2日から平成14年4
月1日までに生まれた人

平成5年4月2日から平成14年4
月1日までに生まれた人

昭和52年4月2日以降に生まれ
た人で、保育士資格を有する人、
または令和6年3月31日までに保
育士資格を取得する見込みの人

昭和52年4月2日から平成8年4
月1日までに生まれた人で民間
企業や官公庁などで勤務経験が
ある人

平成8年4月2日から平成14年4
月1日までに生まれた人
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